
地方税における資産課税のあり方に

関する調査研究

― 令和９年度評価替えに向けた負担調整措置のあり方について ― 

２０２６年３月 

一般財団法人 資産評価システム研究センター 

この事業は、一般財団法人全国市町村振興協会

の助成を受けて、実施したものです。



は し が き 

 

 固定資産税は、市町村を支える基幹税目として重要な役割を果たしてきてお

り、固定資産税制度や資産評価に対する納税者の関心は近年ますます高まって

おります。当評価センターは、昭和53年５月設立以来、調査研究事業を主要事業

として位置付け、その時々の固定資産税を巡る諸課題をテーマに、学識経験者、

地方公共団体の関係者等をもって構成する研究委員会を設け調査研究を行って

まいりました。 

2025(令和７)年度は３つの調査研究委員会を立ち上げ、固定資産税制度、固定

資産評価制度に関して専門的な調査研究を行ってまいりましたが、このうち地

方税における資産課税のあり方に関する調査研究委員会においては、近年の

大都市部を中心とした地価上昇の結果、負担水準のばらつきが拡大したこと

に対する更なる均衡化促進策の必要性や負担水準を据置ゾーン内に再び収斂

させる具体的手法といった「令和９年度評価替えに向けた負担調整措置のあ

り方」について、昨年度に引き続き検討を行いました。 

ここに、今年度の調査研究結果がまとまりましたので、研究報告書として公表

する運びとなりました。熱心にご研究、ご審議いただいた委員の皆様や関係の

方々に対し、心から感謝申し上げます。 

 当評価センターは、今後とも、所期の目的にそって、事業内容の充実を図ると

ともに、地方公共団体等に役立つ調査研究に努力をいたす所存でありますので、

地方公共団体をはじめ関係団体の皆様のなお一層のご指導、ご支援をお願い申

し上げます。 

 

2026(令和８)年３月   

 

 

 一般財団法人資産評価システム研究センター 

                             理事長   稲 岡 伸 哉   

 





  

22002255((令令和和７７))年年度度  地地方方税税ににおおけけるる資資産産課課税税ののあありり方方にに関関すするる調調査査研研究究委委員員会会  

委委員員名名簿簿  

 

委 員 長 佐 藤 英 明 慶應義塾大学大学院法務研究科教授 

委   員 青 木 信 之 株式会社日本宝くじシステム代表取締役社長 

 安 藤 道 人 立教大学経済学部教授 

 石 田 三 成 東洋大学経済学部准教授 

 漆  さ き 慶應義塾大学法学部准教授 

 柏 木  恵 一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所研究主幹 

 神 山 弘 行 東京大学大学院法学政治学研究科教授 

 篠 原 正 博 中央大学経済学部教授 

 関 口  智 立教大学経済学部・大学院経済学研究科教授 

 西 川 雅 史 青山学院大学経済学部教授 

 前 田 高 志 大阪学院大学経済学部教授・関西学院大学名誉教授 

 森   高 弘 日本製鉄株式会社代表取締役副会長兼副社長 

 渡 辺 徹 也 早稲田大学法学学術院教授 

 齋 藤 栄 一 東京都主税局資産税部長 

  岡 田 茂 樹 神戸市行財政局税務部部長(固定資産税担当) 

 亀 岡 直 哉 北海道倶知安町税務課長 

  奥 田 隆 則 総務省自治税務局固定資産税課長 

 

 

（順不同、敬称略） 

（2026(令和８)年３月現在） 





 

地地方方税税ににおおけけるる資資産産課課税税ののあありり方方にに関関すするる調調査査研研究究委委員員会会  

【【審審  議議  経経  過過】】 

 

 

○第１回〔2025(令和７)年５月２２日（木）〕 

（議題）（１）令和７年度調査研究テーマ・スケジュール 

  （２）現状や課題を踏まえた負担調整措置のあり方 

  （３）その他 

 

 

○第２回〔2025(令和７)年７月２４日（木）〕 

（議題）（１）更なる均衡促進化策の必要性の有無について 

  （２）地方団体からのヒアリング 

 

 

○第３回〔2025(令和７)年９月１７日（水）〕 

（議題）（１）負担調整措置のあり方について 

  （２）IAAO 2024 Annual Conference ＆ Exhibition の調査報告 

 

 

○第４回〔2026(令和８)年３月３日（火）〕 

（議題）（１）令和７年度報告書(案)について 

（２）その他 

 

 





 

目目  次次  

 

 

はじめに ………………………………………………………………………………………………11 

 

 

Ⅰ 令和９年度評価替えに向けた負担調整措置のあり方について ……………………………22 

 １．負担調整措置等の概要、商業地等における地価及び負担水準の状況 …………………2 

 ２．現行制度における課題と負担水準の均衡化促進のあり方について ……………………9 

 ３．小括 …………………………………………………………………………………………19 

 

 

Ⅱ IAAO 2024 Annual Conference & Exhibition の調査報告 ………………………………2200 

   〔東京大学大学院法学政治学研究科・神山 弘行 教授〕 

 

 

資料編 ………………………………………………………………………………………………4477  





はじめに

当委員会においては、直近では、令和３年度、令和４年度、令和６年度に負担調整措置

のあり方をテーマとし、据置特例（負担水準が一定水準を超える土地については課税標準

額を前年度と同額に据え置く仕組み）の存在により負担水準の不均衡が解消されないとい

う課題を踏まえ、商業地等に係る据置特例を廃止した場合の納税義務者や地方団体への影

響、影響額の試算、影響の軽減方法等について議論を重ねてきた。

商業地等の負担水準の状況を見ると、平成９年度から負担水準の均衡化を進めてきた結

果、平成 年度においては、据置特例の対象となる ％から ％までの範囲、いわゆる

「据置ゾーン」内にほぼ全ての土地が収斂し、負担水準の不均衡については、主として据

置ゾーン内において生じる課題となった。

しかしながら、近年の大都市部を中心とした地価上昇の結果、据置ゾーンを下回る土地

が増加し、負担水準のばらつきが拡大傾向にある。固定資産税の性格からは、同じ価値

（評価額）の土地であれば同じ税負担であることが、税の公平性を確保するうえで望まし

いと言える。令和６年度与党税制改正大綱においても、「令和６年度評価替えにおいては、

大都市を中心に、地価上昇の結果、負担水準が下落し据置ゾーンを下回る土地が増加する

など、負担水準のばらつきが拡大することが見込まれるところであり、まずは、そうした

土地の負担水準を据置ゾーン内に再び収斂させることに優先的に取り組むべき」という記

述がなされている。

こうした観点を踏まえ、本年度、当委員会においては、前年度に引き続き「令和９年度

評価替えに向けた負担調整措置のあり方」をテーマとしつつ、平成 年度税制改正におい

て導入された現行の負担水準の均衡化促進策と地価上昇の関係を検証したうえで、更なる

均衡化促進策の必要性や、負担水準を据置ゾーン内に再び収斂させる具体的手法について

検討することとした。
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Ⅰ 令和９年度評価替えに向けた負担調整措置のあり方について

１．負担調整措置等の概要、商業地等における地価及び負担水準の状況

（１）負担調整措置等の概要

① 負担調整措置の概要

評価替えによる価格の上昇に伴う税負担の激変を緩和するため、課税標準額の上昇

を抑制する負担調整措置が設けられている。

宅地に係る負担調整措置のうち、住宅用地については、評価額に住宅用地特例を適用

した後の額を上限として、前年度課税標準額に当年度評価額の５％を加算した額を課

税標準額とする（負担水準 ％を下限）こととされている。

商業地等については、評価額の ％を上限（負担水準 ％未満から上昇させる場合、

評価額の ％が上限）として、住宅用地と同様に、前年度課税標準額に当年度評価額

の５％を加算した額を課税標準額とする（負担水準 ％を下限）こととされているが、

据置ゾーンが設けられており、負担水準が ％から ％までの場合は、前年度課税標

準額を当年度の課税標準額として据え置くこととされている。〔資料 〕

〔資料 〕宅地に対する固定資産税の課税の仕組み（令和６年度から令和８年度）

② 現行の負担水準の均衡化促進策について

平成 年度税制改正において、制度の簡素化を図りつつ、負担水準の均衡化を一層

促進する観点から、均衡化促進策の見直しが行われた。具体的には、負担水準が ％

未満の商業地等及び負担水準が ％未満 の住宅用地について、従来の方式（負担水準

の区分に応じて異なる調整率を前年度の課税標準額に乗じる方式）に代え、前年度の課

平成 年度税制改正において、住宅用地に係る据置ゾーンは段階的に廃止することとされた（平成
年度・ 年度は評価額の ％とし、平成 年度から据置ゾーン廃止）。
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税標準額に一律当該年度の評価額の５％を加える方式とすることとされた。また、負担

水準の下限（評価額の ％）が新たに設けられた。〔資料 〕

〔資料 〕平成 年度税制改正における負担水準の均衡化促進策の見直し

③ 条例減額制度について

地方団体が条例により減額できる制度として、以下の２つの仕組みが設けられてい

る。〔資料 〕

（ア）税負担急増土地に係る条例減額制度

住宅用地、商業地等に係る固定資産税額が、特例税額（前年度課税標準額× 以

上で条例で定める率（以下「特例率」という。）×税率）を上回る場合、その上回る

税額を減額できる条例減額制度が設けられている（平成 年度創設）。なお、条例

で制度の対象外とする区域を定めることができるほか、住宅用地、商業地等の区分

ごとに や など異なる特例率を定めることも可能となっている。

令和７年度における導入団体は９団体、このうち適用実績があるのは６団体であ

り、一部の団体を除いてほとんどの団体が特例率を に設定している 。

（イ）商業地等に係る条例減額制度

商業地等に係る固定資産税額が、特例税額（評価額× ％から ％の範囲で条例

で定める率×税率）を上回る場合、その上回る税額を減額することができる条例減

額制度が設けられている（平成 年度創設）。

令和７年度における導入団体は東京都のみであり、条例で定める率は ％に設定

されている。

税負担急増土地に係る条例減額制度はあくまでも各市町村の責任と判断で行うものであり、税額の減
額に伴う減収については、地方の共通財源である地方交付税による補てんの対象とはならない（商業
地等に係る条例減額制度における取扱いについても同様）。
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〔資料 〕条例減額制度の概要

（２）商業地等における地価及び負担水準の状況

① 商業地における地価の状況

商業地における過去 年間の地価公示の対前年平均変動率の推移を見ると、全国平

均では、平成 年以降下落が続いていたが、平成 年から上昇に転じ、その後、上昇

傾向が続いている。３大都市圏（東京圏、大阪圏、名古屋圏）においても、平成 年

以降下落が続いていたが、平成 年から上昇に転じた後、各圏域における直近２年間

（令和６年、令和７年）の上昇率が、 ％、 ％（東京圏）、 ％、 ％（大阪圏）、

％、 ％（名古屋圏）となるなど大きな伸びを示している。 年前の平成 年の

水準を とした場合、令和７年において、東京圏は ポイント増、大阪圏は ポ

イント増、名古屋圏は ポイント増となっている。地方圏における大都市である地方

４市（札幌市、仙台市、広島市、福岡市）においては、３大都市圏と同様に、平成

年以降下落が続いていたが、平成 年から上昇に転じ、直近２年間における上昇率（地

方４市平均）は、 ％、 ％となるなど大幅な地価上昇が続いている。 年前の地

方４市の水準を とした場合、令和７年においては、３大都市圏を上回る ポイン

ト増となっている。地方４市を除く地方圏においては、平成 年以降一貫して下落が

続いていたが、その下落幅は徐々に縮小し、令和２年に上昇に転じた後、緩やかな上昇

傾向が続いている。 年前の地方圏（地方４市を除く）の水準を とした場合、令

和７年においては、 ポイント減となっている。〔資料 〕
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〔資料 〕過去 年間における地価公示年別指数の推移（商業地、平成 年を ）

さらに、過去 年間の商業地における地価の状況を地点ごとに見ると、全国ベース

で、地価の上昇が０％から ％増であった地点の割合は ％、地価の下落が ％減

から０％であった地点の割合は ％と、大半の地点が ％以内の増減となっている

一方で、上昇率が ％を超える地点（ 年間で地価が２倍超となった地点）も ％

存在するなど、地点ごとの上昇率に大きな相違が見られる状況となっている。特に、３

大都市圏の都府県、地方４市が所在する道県、リゾート開発等が進む沖縄県等において

は、同一都道府県内においても、地点ごとに地価の上昇率にばらつきが見られる状況と

なっている。〔資料 〕
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〔資料 〕平成 年と令和７年の同一地点を比較した場合の地価の状況（商業地）
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② 商業地等における負担水準の状況

土地に係る固定資産税については、平成９年度から負担水準の均衡化を進めてきた

こと、また、その後の全国的な地価が平成 年、平成 年を除いて下落傾向にあった

ことなどを背景として、商業地等における全国平均の負担水準は、課税標準額ベース

で、平成 年度時点にあっては ％、平成 年度にあっては ％となり、いず

れの年度においても ％が据置ゾーン内に収斂している状況にあった。

一方で、近年の大都市部を中心とした大幅な地価上昇に伴い、評価替え年度である令

和３年度における全国平均の負担水準は ％に、据置ゾーン内に収斂している土地

の割合は ％にそれぞれ低下した。一般的に最も収斂した状況となる第３年度であ

る令和５年度における全国平均の負担水準は ％であり、据置ゾーン内に収斂して

いる土地の割合は ％となった 。令和５年度における負担水準の状況をより詳細に

見ると、負担水準が ％以上 ％未満の土地が ％、負担水準が ％以上 ％未

満の土地が ％、負担水準が ％以上 ％未満の土地が ％、負担水準が ％以

上 ％未満の土地が ％と、平成 年度や平成 年度と比較して、ばらつきが生

じている状況となった。〔資料 〕

〔資料 〕平成 年度以降の商業地等の負担水準の推移（全国）

このような状況を踏まえ、令和６年度与党税制改正大綱においては、次のような記述

本報告書における負担水準の割合については、原則として、地積ベースではなく課税標準額ベース、
また、当年度課税標準額を当年度評価額で除したもので記載する。
負担水準にばらつきが見られるのは、新型コロナウイルス感染症により社会経済活動や国民生活全般
を取り巻く状況が大きく変化したことを踏まえ、令和３年度に限り、負担調整措置等により税額が増
加する土地について前年度の税額に据え置く措置、また、景気回復に万全を期すため、激変緩和の観
点から、令和４年度に限り、商業地等に係る課税標準額の上昇幅を評価額の ％とする措置がとら
れたことによる影響もあると考えられる。
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がなされたところである。

令令和和６６年年度度税税制制改改正正大大綱綱（（令令和和５５年年 月月 日日 自自由由民民主主党党 公公明明党党））（（抜抜粋粋、、下下線線部部加加工工））

第第一一 令令和和６６年年度度税税制制改改正正のの基基本本的的考考ええ方方

４．地域・中小企業の活性化等

（ ）土地に係る固定資産税の負担調整措置

（前略）

令和６年度評価替えに反映される令和２年から令和５年までの商業地の地価の状

況を見ると、大都市を中心とした地価の上昇と地方における地価の下落が混在する

状況が継続している。

このため、令和６年度評価替えにおいては、大都市を中心に、地価上昇の結果、負

担水準が下落し据置ゾーンを下回る土地が増加するなど、負担水準のばらつきが拡

大することが見込まれるところであり、まずは、そうした土地の負担水準を据置ゾー

ン内に再び収斂させることに優先的に取り組むべきである。（中略）

これらを踏まえ、税負担の公平性や市町村の基幹税である固定資産税の充実確保

の観点から、固定資産税の負担調整措置のあり方について引き続き検討を行う。

その後、評価替えが行われた令和６年度の負担水準の状況をみると、全国平均の負担

水準は ％、据置ゾーン内に収斂している土地の割合は ％となっている。都市

の規模別で見ると、地価上昇が著しい大都市（東京都特別区及び９都市 ）における負

担水準の平均は ％、据置ゾーン内に収斂している土地の割合は ％となってい

る。また、据置ゾーン内に収斂している大都市部の土地のほとんどが負担水準 ％付

近に集中しているほか、据置ゾーンに収斂していない土地に係る負担水準の分布にも

相当のばらつきが見られる。その他の市及び町村における負担水準の平均はそれぞれ

％、 ％、据置ゾーンに収斂している土地の割合はそれぞれ ％、 ％と

なっている。大都市部との比較では相対的に収斂した状況にある一方で、負担水準が

％未満という負担水準が低い土地が、その他の市においては ％、町村においては

％存在するなど、据置ゾーンに収斂していない土地に係る負担水準の分布には一定

程度のばらつきが見られる。また、全国ベースで見ると、割合としてはわずかであるが、

インバウンドの影響や大規模な再開発事業の進展等による近年の大幅な地価上昇の影

響等により、負担水準が ％以上 ％未満という、負担水準が極めて低い土地が ％

存在している 。〔資料 〕

札幌市、仙台市、横浜市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、福岡市の９都市
個別団体における負担水準の状況等を把握するため、当委員会においては、東京都（特別区）、兵庫県
神戸市、北海道倶知安町にヒアリングを実施した。その内容の詳細については、資料編「Ⅱ 地方団
体からの報告」のとおり。
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〔資料 〕令和６年度における商業地等の負担水準の状況（全国、都市の規模別）

２．現行制度における課題と負担水準の均衡化促進のあり方について

（１）現行制度における課題

評価額の急激な変動に伴う税負担の激変緩和のため、課税標準額の上昇を一定程度

に抑制するという負担調整措置の仕組み上、著しい地価上昇が生じた場合、その土地

の負担水準も大きく低下する。
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負担水準が下限付近まで大幅に低下した場合であっても、その後の地価の状況が下

落傾向にあれば一定期間で負担水準が据置ゾーンに収斂する一方で、現行の均衡化促

進策は、負担水準の高低に関わらず一律に評価額の５％を加える方式であることか

ら、一定程度の地価上昇が継続する場合、再び据置ゾーンに達するまで長期間必要と

なる。具体的に、負担水準が低い土地が据置ゾーンに到達するまで、どの程度の期間

を要するかについては地価の状況によって変動する。仮に、評価替え前年度における

負担水準が ％（評価額 万円、課税標準額 万円）であり、その後の地価上

昇が一定であると仮定した場合、据置ゾーンに到達するまで、年間の地価上昇率が

０％の場合は６年間、５％の場合は 年間、７％の場合は 年間、 ％の場合は

年間要することとなる。〔資料 〕

〔資料 〕地価上昇と据置ゾーン到達年数の関係

海外からの投資やインバウンドの影響、大規模な都市開発の進展等により、著しい

地価上昇を伴いながら継続して地価が上昇する土地が実在しており、こうした土地に

ついては、負担水準が長期間にわたって据置ゾーンに到達せず、課税の公平性が担保

されないという課題がある。

また、負担水準が収斂しない状況が長期間にわたって生じることは、地方財政の観

点からも課題がある。具体的には、土地に係る固定資産税の基準財政収入額は、課税

標準額に税率、徴収率及び算入率 を掛けることによって算定されるが、この課税

標準額は、宅地の場合、負担水準に応じた負担調整措置等を講じたものが基礎とな

る。したがって、結果としてではあるが、理論上、負担水準が高い市町村は、住民の

固定資産税負担が相対的に重い一方、地方交付税の配分が相対的に少なく、逆に負担

水準が低い市町村は、住民の固定資産税負担が相対的に軽い一方、地方交付税の配分

が相対的に多くなる。

更なる均衡化促進策の必要性について、当委員会の議論では次のような意見があっ

た。
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○ 固定資産税は資産価値に応じて所有者に課税する財産税であり、税負担の公平性

の観点から、負担水準が低い土地については、税負担が増加する納税義務者に配慮

しつつ、更なる均衡化促進策を検討する必要があるではないか。

○ 再開発事業や投資の流入等の影響により負担水準が低いままとなっている商業地

等については、経済が活性化している一方、実質的な税負担は低くなっていること

を踏まえれば、均衡化促進策の見直しの必要性が高いのではないか。

○ 負担水準が低い団体は、理論上、固定資産税収が少なく地方交付税の配分が多く

なることから、ミクロベースでは、留保財源も考慮すると、交付団体の活用可能な

一般財源が減って歳出が抑えられている、マクロベースでも、地方交付税対応とな

ることで地方財政全体の健全化につながりにくいという見方もあるのではないか。

（２）負担水準の均衡化促進のあり方について

① 負担水準の均衡化促進に向けた具体的手法について

前述した課題を踏まえ、更なる均衡化促進の手法を検討する際、例えば、地価上昇

に伴う各土地の評価額の上昇割合に応じて加算率を変更するという手法も考えられる

。このように各土地の評価額に応じて負担水準を変動させる場合、制度、運用ともに

複雑化することなどから、当委員会においては、まずは、現行制度における係数の見

直しによる対応はできないか、具体的には、

・ 負担水準の下限設定（現行： ％）の見直し

・ 前年度課税標準額に加算する評価額の割合（現行：評価額×５％。以下「加算

率」という。）の見直し

について検討を行うこととした。

（負担水準の下限設定の見直し）

評価額の ％という下限は、平成 年度税制改正において導入されたものである

が、その制度的意義は、制度創設当時から、負担水準の均衡化よりも負担水準の低下

の歯止めにあり、地価が上昇した場合において評価額と課税標準額との著しい乖離が

生じないようにするための予防的措置であるとされていた。

この点も踏まえつつ、現行の下限を引き上げた場合、負担水準の均衡化にどのよう

な影響が生じるか、具体的には、評価替え前年度における負担水準が ％（評価額

万円、課税標準額 万円）である土地について、評価替え年度において下限

を ％又は ％に引き上げた場合に、地価上昇に応じてどのような影響があるか試

算を行った。その結果、試算を行った範囲では、下限を ％に引き上げる場合は、

地価が年平均 ％以上上昇した場合に、下限を ％に引き上げる場合は、地価が年

現行の負担調整措置における負担水準という考え方が導入された平成９年度以前において、当該年度
の課税標準額は、前年度の課税標準額に負担調整率を掛け合わせて算出することとされていた。この
負担調整率は、原則として、評価替え年度における価格を、評価替え前年度における課税標準額を除
して算出された区分に応じたものとなっており、評価替えによる価格上昇が大きいほど率が増加する
仕組みとされていた。
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平均７％以上上昇した場合に、それぞれ負担水準が ％又は ％よりも低下しない

という歯止め効果がある。また、下限を引き上げることにより、負担水準の分布のば

らつきの幅が縮小される。〔資料 〕

〔資料 〕負担水準の下限設定の見直しと据置ゾーン到達年数の関係

一方で、下限の引上げのみでは、据置ゾーンへの到達年数に大きな変化は生じない

ことから、更なる均衡化促進を図る観点では、加算率の見直しも合わせて検討する必

要があると考えられる。また、地価が下落傾向にあった平成 年度税制改正時点に

おいて、実際に負担水準が ％を下回るような商業地等は全国で ％であり、下限

設定による影響は限定的であった一方で、令和６年度時点においては、負担水準が

％未満となる商業地等が全国で ％存在していることを踏まえつつ、さらに検討

を深めていく必要がある。

（加算率の見直し）

現行制度における課税標準額は、前年度課税標準額に当該年度の評価額の５％を加

算して算出されるが、毎年の地価上昇が５％である場合、負担水準が全く変わらない

わけではなく、地価上昇に対して一定の制度的な強度を有していると言える 。どの

程度の地価上昇であれば負担水準が低下するのかについては、地価の上昇率や負担水

準によって異なる。例えば、評価替え年度における負担水準が ％（評価額

万円、前年度課税標準額 万円）である場合、次の評価替え年度において負担水準

例えば、評価替え年度であるＮ年度の評価額が 万円、Ｎ年度の課税標準額が 万円（負担水
準 ％）である場合、Ｎ＋１年度の課税標準額は 万円（負担水準 ％）、Ｎ＋２年度の課税標準
額は 万円（負担水準 ％）となる。この間の地価上昇が年平均５％であったとすると、Ｎ＋３年
度の評価替えにおいて、評価額は約 万円となるが、Ｎ＋３年度の課税標準額は 万円（負担
水準 ％）となる。したがって、地価上昇が年５％増であっても、負担水準は一定程度上昇（Ｎ年
度 ％→Ｎ＋３年度 ％）する。
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が ％よりも低下するのは、３年間で地価が ％（約 ％／年）以上上昇した場合

である。〔資料 〕

〔資料 〕評価額の上昇と負担水準の低下の関係

（１）において記載した課題は、負担水準が長期間にわたって据置ゾーンに収斂し

ない土地に係るものであり、全ての土地に係る加算率を変更するのは適当ではない。

そのため、当委員会においては、負担水準が低い土地に限って加算率の引上げを行っ

た場合に、地価の上昇状況に応じて、どの程度の均衡化促進効果があるのか試算を行

った。

試算に当たっては、評価替え前年度において負担水準が ％（評価額 万

円、課税標準額 万円）である土地を想定した。その上で、負担水準が ％以上

％未満の土地について、加算率を５％から７％に引き上げた場合、年平均の地価上

昇が５％であると、据置ゾーンへの到達年数は 年から９年に、年平均の地価上昇

が７％であると、据置ゾーンへの到達年数は 年から 年に短縮される。また、負

担水準が ％以上 ％未満の土地について、加算率を５％から ％に引き上げた場

合、年平均の地価上昇が５％であると、据置ゾーンへの到達年数は 年から８年

に、年平均の地価上昇が７％であると、据置ゾーンへの到達年数は 年から９年に

短縮される 。〔資料 〕

いずれの加算率が適用されるかで負担水準が逆転する場合（例： ％→46％（ ％）、 ％→45％
（ ％））があるが、試算に当たっては、逆転が生じないような調整は行っていない。今後、加算率
の見直しを検討する場合には、この点についてもどのように対応すべきか検討する必要がある。
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〔資料 〕加算率の見直しと据置ゾーン到達年数の関係

＜負担水準が ％以上 ％未満の土地について、加算率を５％から７％に引き上げる場合＞

＜負担水準が ％以上 ％未満の土地について、加算率を５％から ％に引き上げる場合＞

負担水準の下限設定及び加算率の見直しについて、当委員会の議論では次のような

意見があった。

○ 昨今の地価上昇によって負担水準が低くなっている土地については、更なる均衡

化促進の観点から、下限、加算率の両方を引き上げる必要があるのではないか。
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○ 下限と加算率の組合せについては、どの程度の水準とすれば実効性のある仕組み

となるのかに加えて、課税庁の事務負担など様々な観点を踏まえる必要があるので

はないか。

○ 地価上昇に伴い負担水準が低下した土地について、その後も地価上昇が継続する

場合に、何年間で再び据置ゾーンに収斂させるべきという目標を設定したうえで、

当該目標から逆算した下限、加算率の設定が必要ではないか。

○ 更なる均衡化促進策の検討を行う場合、納税義務者への説明等の観点から、評価

額に加算率を掛け合わせるという現行の仕組みを基本とするのがよいのではない

か。

○ 負担水準に応じて加算率を変動させると、納税義務者の予見可能性の確保が難し

くなるほか、システム改修が生じるといった課題があるのではないか。

○ 現行、商業地等の場合、評価額の７割が上限というのが原則であり、この原則自

体を変えるわけではなく、均衡化のスピードを一定程度上げて、この原則に近づけ

ていくという趣旨であれば、納税義務者の予見可能性を阻害するとまでは言えない

のではないか。

負担調整措置の制度趣旨は、評価額の上昇に伴う税負担の軽減であり、この点、平

成 年度税制改正において、評価額の５％及び下限の ％という水準とされたの

は、負担水準が非常に低い土地であっても、個々の納税義務者がその負担増を受容で

きる水準であることが考慮されたものである。今後、下限設定や加算率の見直しを検

討する場合は、税負担が増加する納税義務者への配慮に加え、下限設定と加算率との

組み合わせによってどの程度の水準とすれば実効性のある仕組みとなるのか、システ

ム改修をはじめとする課税庁の事務にどの程度の影響が生じるのかといった観点から

検討を進める必要がある。

② 均衡化促進策と税負担急増土地に係る条例減額制度の関係等について

負担調整措置が適用される土地の場合、当年度の課税標準額は、前年度課税標準額に

評価額の５％を加算して算出されるが、この本来の課税標準額に基づく固定資産税額

が、特例税額（前年度課税標準額×特例率×税率）を上回る場合、当該上回る税額を減

額できるのが税負担急増土地に係る条例減額制度（以下「条例減額制度」という。）で

ある。また、条例減額制度が前年度に適用されていた土地の場合、当年度の税額計算上

用いられる課税標準となるべき額は、本来の前年度課税標準額に対してではなく、前年

度の条例減額制度適用後の税額に対応する課税標準となるべき額に対して特例率を掛

け合わせることにより算出される。〔資料 〕
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〔資料 〕条例減額制度における課税標準となるべき額のイメージ

そのため、負担水準の均衡化の観点から、条例減額制度を適用しない場合の負担水準

と、同制度を適用した場合の実質的な負担水準 を比較すると、地価が上昇する局面に

おいては、両者の水準に乖離が生じることとなる。〔資料 〕

〔資料 〕条例減額制度適用の有無による実質的な負担水準の相違

条例減額制度において減額されるのは課税標準額ではなく税額であるが、本報告書では、条例減額制
度適用後の固定資産税額に対応する課税標準となるべき額（税額を税率で割り戻したもの）を観念す
る。その上で、本報告書において、「実質的な負担水準」とは、当該年度の条例減額制度適用後の固
定資産税額に対応する課税標準となるべき額を、当該年度の評価額で除して得たものを指す。
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また、加算率との関係では、仮に見直し（例：評価額×５％→評価額×７％）が行

われたとしても、条例減額制度が適用される土地については、当該見直しに合わせた

特例率の引上げ（例： から 、 などに引上げ）がなされない限り、条例減

額制度による税額の減額幅が増加するのみで、実質的な負担水準の均衡化は進まない

と言える。〔資料 〕

〔資料 〕均衡化促進策の見直しと条例減額制度の関係

さらに、下限設定との関係では、現行制度上、条例減額制度適用後の税額計算上用い

られる課税標準となるべき額が、現行の負担調整措置の下限である評価額の ％を下

回ることが可能となっていることから、条例減額制度適用後の実質的な負担水準が

％未満という極めて負担水準が低い土地が存在し得るという課題も存在する。

加えて、一般に、負担水準が高い土地と比べて負担水準が低い土地の方が条例減額

制度の適用対象となりやすく、また負担水準が低いほど同制度による減額も大きくな

る。このため、条例減額制度の適用により、負担水準が低い土地ほど、実質的な負担

水準の均衡化がより強く抑制されることとなる。〔資料 〕
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〔資料 〕負担水準の高低と条例減額制度適用の関係性

条例減額制度について、当委員会の議論では次のような意見があった。

○ 条例減額制度の適用があることも負担水準が低い土地の実質的な均衡化が進まな

い要因になっているのではないか。

○ 昨今の地価上昇等に鑑み、現行の条例減額制度における という特例率を見直

し、例えば、 、 とすることなども考えられるのではないか。

○ 条例減額制度の適用により、実質的な負担水準が評価額の ％という下限を下

回る場合は、当該制度を適用できないようにすればよいのではないか。

○ 納税義務者に対する配慮という観点は理解できるが、条例減額制度による効果が

少なければ、条例減額制度を廃止して、負担水準の均衡化促進を優先させるという

考え方もあり得るのではないか。

○ 現行の条例減額制度において適用区域を限定することは可能であることから、納

税義務者に対する配慮が特に必要な区域のみ当該制度を適用するということも考え

られるのではないか。

○ 評価額の ％という下限を下回る可能性がある、負担水準が低い土地の方が適

用されやすいことなどを含めて、条例減額制度を導入することで負担調整措置によ

る均衡化の効果を打ち消すことが可能となっている。制度創設時の平成 年度と

は地価状況が大きく変わってきている中で、条例減額制度による効果をどの程度ま

で許容すべきか再度検討する時期に来ているのではないか。

─18─



以上で見たとおり、近年、地価が上昇基調にある中で、条例減額制度に内在する

様々な課題が顕在化してきている。また、下限設定や加算率の見直しの観点からは、

仮にこれらの見直しが行われたとしても、条例減額制度における特例率等を見直さな

い限り、実質的な課税の公平性は担保されない。

こうした条例減額制度に係る課題等を踏まえ、地価上昇に伴う税負担の急増への配

慮等とのバランスを十分に考慮しつつ、例えば、 という特例率の水準を見直す、

当該制度適用後の実質的な負担水準が評価額の ％という下限を下回らないようにす

る、負担水準が低い土地は条例減額制度の適用対象外とするといった負担水準の均衡

化促進に資する手当を講じることについて、さらに検討を進めていくべきであると考

えられる。

３．小括

近年、海外からの投資やインバウンドの影響、大規模な都市開発の進展等により、都市

部の商業地を中心とした地価上昇が顕著である。

現行の均衡化促進策は、負担水準の高低に関わらず一律で評価額の５％という加算率で

あり、負担水準の下限も ％であることから、当該下限付近まで負担水準が低下した土地

において地価上昇が継続する場合、負担水準が長期間にわたって据置ゾーンに到達せず、

課税の公平性や地方財政の観点からは課題がある。さらに、条例減額制度の適用によって、

負担水準が低い土地ほど、実質的な負担水準の均衡化がより強く抑制されることとなる。

今回の均衡化促進策の見直しに係る試算や検証は、負担水準や地価の上昇率等に一定の

前提を設定したうえで実施したものである。実際の負担水準や税額は、評価額、地価の動

向、加算率や下限の設定、条例減額制度の適用の有無によって異なる。

令和９年度に行われる次期評価替えを見据え、負担水準が低い土地への対応を含む負担

調整措置のあり方については、引き続き、足元の負担水準の収斂の状況や税収の動向、制

度改正に伴う納税義務者や地方団体への影響等の観点を踏まえながら、更に検討を進めて

いくことが必要である。
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IAAO 2024 Annual Conference & 
Exhibition

1

1 CAMA

2 IAAO2024 CAMA

3.    CAMA 3-2

4

28 2025 10 2

Ⅱ IAAO 2024 Annual Conference & Exihibition の調査報告
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Computer Assisted 
Mass Appraisal

3

CAMA

CAMA computer assisted mass appraisal
1980

CAMA Speer(1989)
CAMA

(2018)88

(2024)15

4
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CAMA

2023 90 5

2. IAAO 2024 Annual Conference 
& Exhibition @ Denver, Colorado

International Association of Assessing Officers IAAO

6
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IAAO

International Association of Assessing Officers
IAAO
1934

8500

Annual Conference
2025 Orlando, FL

https://www.iaao.org/about/iaaos-story/ 7

8 27 28

8 27
Property Tax and Assessment 
Around the World - Standards 
and Trends 1
How Williamsburg, Virginia is 
Revolutionizing Operations with 
CAMA and GIS 2
John Burgiss

8 28
Machine Learning and Model 
Explanation in Mass Appraisal

3
Revolutionizing Mass Appraisal: 
Using AI to Enhance Efficiency, 
Transparency, and Equity

8
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11

How Williamsburg, Virginia is Revolutionizing 
Operations with CAMA and GIS

Vision 
CAMA 

Platform

GIS

IMAGERY

MOBILE

Tax

ANALYTICS

DEEDS

CAMA PARCEL 
HUB

Source: Green(2024), at 5 15
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Property Information Website

Source: Green(2024), at 14. 13

GIS Maps & Projects
GIS Applications & Maps linked to CAMA via SQL Server view

Source : Green(2024), at 15 17

Eagle view 
Imagery 

Basemap

Economic 
Development 
Placer.ai Map

Voter Register 
Lookup Map

Cell Service 
Provider Map

Planning 
Department 

Comp Plan Maps

Public Work 
Wwater Usage 

Map

Service Line 
Inventory map
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City of Williamsburg

https://www.williamsburgva.gov/1116/Interactive-
Dashboards-Parcel-Data---Map  

15

PROPERTY INFORMATION SEARCH

https://app.powerbigov.us/view?r=eyJrIjoiYTkxZjEzZWYtNmU5Yi00OGVmLWE3MGMtZDYxNGI
0MTdmYWE4IiwidCI6IjIzZGQyN2I3LTBkNTMtNGRhMi1iZWRjLWY5OWUxOGQzY2Q4OCJ9 16
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Eagle view 2023 2025

https://app.powerbigov.us/view?r=eyJrIjoiYTkxZjEzZWYtNmU5Yi00OGVmLWE3MGMtZDYxNGI0MTd
mYWE4IiwidCI6IjIzZGQyN2I3LTBkNTMtNGRhMi1iZWRjLWY5OWUxOGQzY2Q4OCJ9 17

SALES RATIOS REPORTS
Ratio

https://app.powerbigov.us/view?r=eyJrIjoiMTA2N2JhMTAtMjRmOS00ZGM2LTgwMzktZGVjMDljZmRhZ
GVkIiwidCI6IjIzZGQyN2I3LTBkNTMtNGRhMi1iZWRjLWY5OWUxOGQzY2Q4OCJ9 18
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LAND BOOK: PROPOSED FY2026 ASSESSED VALUES

https://app.powerbigov.us/view?r=eyJrIjoiODMwODMwMWEtNGFmNS00YWQxLThhMzktY2U0NTQxYjYwNmExIi
widCI6IjIzZGQyN2I3LTBkNTMtNGRhMi1iZWRjLWY5OWUxOGQzY2Q4OCJ9 19

20

─29─



Machine Learning and Model 
Explanation in Mass Appraisal

ML

ML AI

3-2

21

3. CAMA

22
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3-1. 

city, county
market value

 

Proposition 13

 

     1.4%

2011 2024 23

3-1. 

assessed value
market value

assessment ratio

50 100 30
2024 9

2024 24
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3-2. CAMA

computer assisted mass appraisal

25

CAMA

https://www.youtube.com/watch?v=OgefhszKOi0
&t=36s

26
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Analogical Regression

Kettani & Oral (2015), at 6-7. 27

4,000 165,000
105

Analogical Regression

comparable 
properties

Resemblance Index

reasoning by analogy

(Ketteni & Oral(2015), at 6)
Sunstein(1993) analogical regression
(inductive reasoning)

Kettani & Oral (2015), at 5-6 28
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3-3. 
CAMA

Massachusetts Department of Revenue Division 
of Local Services/Bureau of Local Assessment,

GUIDELINES ON CAMA SYSTEM ACQUISITIONS

https://w
w

w
.m

ass.gov/doc/guidelines-on-cam
a-system

-
acquisitions/dow

nload

29

3-3. CAMA
Valuation

sales comparison cost approach income approach 3

Adaptive estimation 
procedure

30

─34─



3-3. CAMA

the overall ratio of appraised values to market values
2

CAMA

31

3-3. CAMA

 

COD
PRD

32

─35─



Mass GIS

https://massgis.maps.arcgis.com/apps/OnePane/basicviewer/index.html?appid=47689963e7bb4007961676ad9fc56ae9 33

3-4. CAMA

34
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3-4. CAMA

 
CAMA

 

 

 

: 2018 89-90 2024 15-16
35

3-4. CAMA

GIS
 

 CAMA GIS

2018 90-91 2024 15-16
36
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3-4. CAMA
CAMA

Ratio Studies

Ratio Studies

( )

2018 89-93 (2024)16 37

Ratio Studies

A: S:

COD(Coefficient of Dispersion)
=[100*(A/S) ]/[(A/S) ]

PRD(Price-Related Differential)
=[(A/S) ]/[(A )/(S )]

PRB Price-Related Bias

IAAO 2013 at 13-15 2018 91 38
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COD(Coefficient of Dispersion)

: 

: 

: 

: 

.   COD : 100

IAAO 2013 at 13-15 2018 91 39

COD(Coefficient of Dispersion)

COD

 
: 

COD 5 10
COD 5 15

: COD 5 15 COD 5
20

: COD 5 20
COD 5 25

: COD 5 20

IAAO(2013), at 17-18; IAAO(2017), at 11. 40
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COD(Coefficient of Dispersion)

IAAO(2013), at 17, table 1-3

41

PRD(Price-Related Differential)

PRD

PRD 0.98 1.03
1.00 PRD

PRD

PRD
PRD

IAAO (2013), at 19. 42
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PRB Price-Related Bias
PRB Price-Related Bias
ASR

 PRB 0.043 100%
4.3% PRB PRD Price-

Related Differential

PRB -0.05 0.05
95% -0.10 0.10

IAAO(2013), at 19,  56 [Appendix D.] 43

PRB Price-Related Bias

: 50% 50%

 AV SP
Value=0.50 (AV/Median)+0.50 SP

: 
0.693

Ln_Value=ln(Value)/0.693

IAAO 2013 , at 56. 44
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PRB Price-Related Bias

: ASR

Pct_Diff=

: Pct_Diff
Ln_Value

Pct_Diff=b0+b1 Ln_Value

1 100%

45

3-5. CAMA

46
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3-6. CAMA

CAMA

47

4

48
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341 5
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50
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CAMA Ration Studies

Ratio Studies

15 6 26 57 6 723

25 7 12 67 6
1255

51

2019 52
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Ratio Studies
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53
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Speer, T. COMPUTER-ASSISTED MASS APPRAISAL AND GIS, PAPERS FROM THE 1989 ANNUAL CONFERENCE OF 
THE URBAN AND REGIONAL INFORMATION SYSTEMS ASSOCIATION, VOL 3, at 53-57.

Sunstein, Cass R., On Analogical Reasoning, 106 (3) HARVARD LAW REVIEW 741-791 (1993).
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